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銀座社会保険労務士法人 

令和 4年 2月 15日 

ハラスメント該当・非該当事例集 

連続して、パワーハラスメント（パワハラ）及びセクシュアルハラスメント（セクハラ）

の解説をしてきております。 

具体的にどういった行為・発言がこれに当たるかについて示してもらえないかとのご意

見をいただきましたし、先月の某会社におけるパワハラ研修のアンケートにおいても、同趣

旨のご意見がありました。 

そこで、最初に実例（判例ということになります）を紹介し、その後にハラスメントにな

る態様をお示しすることにします。 

 

１ パワハラ・セクハラの定義 

事例に入る前にパワハラ・セクハラの定義を再度、掲載しておきます。 

⑴ パワハラ 

職場において行われる、①優越的な関係（上司・先輩：部下・後輩間）を背景とした

言動（行為・発言）であって、②業務上必要かつ相当な範囲を越えたものにより、③労

働者の就業環境が害されるものです。 

⑵ セクハラ 

職場において行われる労働者の意に反する性的な言動により、労働者が労働条件に

ついて不利益を受け、就業環境が害されることをいいます。 

 

２ パワハラ編 

⑴ 先輩労働者→後輩労働者によるもの。 

さいたま地判平 16.9.24（労働判例 883-38）誠昇会事件 

【表 1】 

区分 パワハラとなる言動 

日常的な使

い走り等 

肩もみをさせた。 

自宅の掃除をさせた。 

車を洗車させた。 

子供の世話をさせた。 

風俗店へ行く際の送迎をさせた。 

他の病院の医師を引き抜く際の送迎をさせた。 

パチンコをする際，開店前のパチンコ屋での順番待ちをさせた。 

馬券を後楽園に購入しに行かせた。 

高等看護学校の女性を紹介させた。 

ウーロン茶 1缶を 3000円で買わせた。 

飲食代金等を負担させた。 
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職員旅行での飲み物等の費用を負担させた。 

（被害者のみに）介護老人施設作りに関する署名活動をさせた。 

デートをしているときに，仕事を理由に何度も呼び戻した。 

電子メール お前のアフターは俺たちのためにあるとの内容の電子メールを送っ

た。 

「殺す」という内容の電子メールを送った。 

罵倒 あのとき死んじゃえばよかったんだよ。馬鹿と言った。 

他の職員の面前で、（被害者）が使えない奴だと罵倒。会議では，行為

者が「死ねばいい」などと悪口を言った。 

⑵ 上司→部下に対するもの 

山口地判周南平 30.5.28（平成 27年（ワ）103号） 

【表 2】 

区分 パワハラとなる言動 

退職勧奨※1 「自分の生かせるところへ行ったらどうかね」「今までどおりというふ

うにはいかないから場所を出てもらうようになる」「会議室もないし、

ここのところに場所がないから。そういうところで仕事やってもらう

し」「あなたの人件費も浮くんだから」「出ていかないというからじゃ

ね、それに見合った仕事に」「仕事をみつけなさいよちゅうて」「自分

で探してこいって」「まともな場所はここしかないからじゃね、あとは

部屋と呼べるようなところはないから、今度はここが出たら、もうどっ

か空いてるスペースに行ってもらう」「ここでお前は嫌われている。誰

も一緒に仕事をしたくない。他の仕事を探せ」「エッジにおるんよ」「廊

下で作るわけにはいかんじゃろうがね、パソコンやら。だからそういう

仕事はできなくなる」 

駐車場管理

命令 

（経歴や資格を見込まれた管理職候補として採用された労働者で、被

害者はこれまで現業に従事した経歴がなかった） 

「それ（草引き等を）せんかったら、命令を聞かないということだか

ら、それはそれで、その覚悟でやってちょうだい」 

※1 退職勧奨をすることは適法ですが、労働者の自発的な退職意思を形成する本来の目的

実現を超えて、当該労働者に対して、不当な心理的圧力を加え、又は、その名誉感情を不

当に害するような言辞を用いたりした場合には、違法となります。 

 

３ セクハラ編 

次の判例では、行為者がいじめてやるとの意図ではなく、軽いノリ又はコミュニケーシ

ョン、冗談のつもりであったと考えられますが、企業内であることを考慮すると、いかに

も非常識な発言です。女性被害者は、その当時、嫌がるそぶりはなかったのですが、一言
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一句を記録していたようです（録音していた可能性もあり）。紹介することが少々憚られ

る発言であるところ、判決文にそれらが記載されており、そのまま紹介します。 

⑴ 上司（マネージャー職、課長代理）→売上管理等担当の女性従業員 

最一判平 27.2.26（集民 249-109）海遊館事件 

【表 3】 

区分 セクハラとなる言動 

発言 

マネージャ

ー職 

従業員Ａが精算室において１人で勤務している際、同人に対し、複数

回、自らの不貞相手と称する女性の年齢（２０代や３０代）や職業（主

婦や看護師等）の話をし、不貞相手とその夫との間の性生活の話をし

た。 

従業員Ａが精算室において１人で勤務している際、同人に対し、「俺の

ん、でかくて太いらしいねん。やっぱり若い子はその方がいいんかな

あ」と言った。 

従業員Ａが精算室において１人で勤務している際、同人に対し、複数

回、「夫婦間はもう何年もセックスレスやねん」、「でも俺の性欲は年々

増すねん。なんでやろうな」、「でも家庭サービスはきちんとやってる

ねん。切替えはしてるから」と言った。 

従業員Ａが精算室において１人で勤務している際、同人に対し、不貞

相手の話をした後、「こんな話をできるのも、あとちょっとやな。寂し

くなるわ」などと言った。 

従業員Ａが精算室において１人で勤務している際、同人に対し、不貞

相手が自動車で迎えに来ていたという話をする中で、「この前、カー

何々してん」と言い、従業員Ａに「何々」のところをわざと言わせよ

うとするように話を持ちかけた。 

従業員Ａに対し、不貞相手からの「旦那にメールを見られた」との内

容の携帯電話のメールを見せた。 

従業員Ａに対し、の不貞相手と推測できる女性の写真をしばしば見せ

た。 

従業員Ａもいた休憩室において、水族館の女性客について、「今日のお

母さんよかったわ…」、「かがんで中見えたんラッキー」、「好みの人が

いたなあ」などと言った。 

発言 

課長代理 

従業員Ａに対し、「いくつになったん」、「もうそんな歳になったん。結

婚もせんでこんな所で何してんの。親泣くで」と言った。 

従業員Ａに対し、「30歳は、22、3歳の子から見たら、おばさんやで」、

「もうお局さんやで。怖がられてるんちゃうん」、「精算室に従業員Ａ

さんが来たときは 22歳やろ。もう 30歳になったんやから、あかんな」
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などという発言を繰り返した。 

従業員Ａに対し、Ｃもいた精算室内で、「30 歳になっても親のすねか

じりながらのうのうと生きていけるから、仕事やめられていいなあ。

うらやましいわ」と言った。 

従業員Ａに対し、「毎月、収入どれくらい。時給いくらなん。社員はも

っとあるで」、「お給料全部使うやろ。足りんやろ。夜の仕事とかせえ

へんのか。時給いいで。したらええやん」、「実家に住んでるからそん

なん言えるねん、独り暮らしの子は結構やってる。ＭＰのテナントの

子もやってるで。チケットブースの子とかもやってる子いてるんちゃ

う」などと繰り返し言った。 

従業員Ａ及び従業員Ｂに対し、具体的な男性従業員の名前を複数挙げ

て、「この中で誰か１人と絶対結婚しなあかんとしたら、誰を選ぶ」、

「地球に２人しかいなかったらどうする」と聞いた。 

「あんなん言ってたら女の子としゃべられへんよなあ」、「あんなん言

われる奴は女の子に嫌われているんや」という趣旨の発言をした。 

 

４ パワハラとなり得る行為 

本誌 118 号で紹介したとおり、パワハラには 6 類型あるとされています。その 6 類型

につき、具体的な言動に置き換えると表 4のとおりです。 

【表 4】パワハラ 6類型 

代表的な言動の類型  該当事例 

⑴ 身体的な攻撃（暴

行・傷害） 

① 蹴る、殴る。 

② 物を投げつける行為 

⑵ 精神的な攻撃（脅

迫・名誉棄損・侮辱・ひ

どい暴言） 

① 馬鹿野郎、お前は小学生か、あほんだら、くず、給料泥棒、

死んだほうがましだ、できそこないめ等の人格を否定するよ

うな言動。 

② 「やり直せ」と言って書面を投げつける、作成書面を破り

捨てる行為。 

③ 「何回も言わせないでよ」「これでは退職してもらうことに

なるよ」など、大声・威圧的な叱責を繰り返し行う。 

④ 「何年やっているんですか」「同じミスが続いていますよ」

といった内容の電子メールを当該相手を含む複数の労働者

宛てに送信する。 

⑤ 机や椅子を叩き又は蹴る。 

⑥ 運転免許証や個人のスマートフォンを提出させる。 

⑶ 人間関係からの切 ① 仕事を外す、会議に参画させない、必要性がないにもかか
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り離し（隔離・仲間外

し・無視） 

わらず長期間、別室に隔離したり、自宅研修させたりする。 

② 一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立

させる 

⑷ 過大な要求（業務

上明らかに不要なこと

や遂行不可能なことの

強制・仕事の妨害） 

① 到底、達成ができないノルマを課す。 

② 必要な教育を行わないまま高い水準の業績目標を課す。 

③ 担当業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行

わせる。 

⑸ 過小な要求 

（業務上の合理性なく

能力や経験とかけ離れ

た程度の低い仕事を命

じることや仕事を与え

ないこと） 

① 管理職に郵便物の開封や発送業務をさせる。 

② 担当ではないにもかかわらず、清掃作業や自動車洗車を行

わせる。 

⑹ 個の侵害 

（私的なことに過度に

立ち入ること） 

① 求められていないにもかかわらず、労働者が居住する住居

の賃貸借契約に過度に干渉する。 

② 労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個

人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴

露する。 

③ 交際相手がいることを知って「別れた方がよい」と過度に

干渉する。 

 

５ セクハラとなり得る行為 

一般的に以下のような発言又は行動はセクハラとなります。 

⑴ 性的な言動 

 ① スリーサイズを聞く 

② 初体験はいつかを聞く 

③ 今日は生理日なのかと聞く 

④ 男のくせに根性がない、女だから仕事ができないとの発言 

⑤ いつになったら結婚するんだ、子どもはいつ産むのかといった発言 

⑥ 「おい、おじん」「おばはん」「おっさん」「おばん」等の侮辱的な発言 

⑵ 性的な行動 

① ヌードカレンダーを職場に貼ること 

② ヌード雑誌、卑猥な動画・写真を見せつけたり、話題にしたりすること 

③ 不必要に身体を触り又は執拗に眺め回すこと 

④ 食事にしつこく誘うこと 

⑤ お茶くみはすべて女性の仕事とすること 
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６ 境界線上の言動 

最後に、パワハラ・セクハラの境界線上の言動につき整理してみます。賛否両論がある

かもしれません。月に数回言った程度の場合であり、過度にこれらを繰り返すことはハラ

スメントに近づきます。 

いやらしくなく、ユーモアがあって、褒め言葉を選択することを心掛けましょう。 

【パワハラ：境界線上の言動】〇非該当、×該当、△該当しないが推奨できない 

区分 該当非該当 左記評価理由 

お前、貴様 △ お前、貴様、と言っただけならパワハラではな

い。ただし、お前は、あほか、お前は馬鹿か、など

後に続く言葉が過激で汚くなる。 

○○ちゃん 

愛称で呼ぶ 

△ 企業内としてふさわしくない。 

〇 既に定着しているときは変える必要はない。 

あだ名で呼ぶ △ 企業内としてふさわしくない。 

方言 〇 特別な意味があるものはともかく、方言自体は

問題とならない。 

（○○な）奴 △ 図々しい奴、駄目な奴など、人格否定系の言葉遣

いとなる。 

あいつ、こいつ △ 名前を呼ぶべきで、乱暴な印象が強い。 

重い物を持つよう

要請 

〇 男性に荷物運びを要請することは問題ない。 

× 相当程度以上の重いものを女性に要請すること

は非常識である。 

【セクハラ：境界線上の言動】〇非該当、×該当、△該当しないが推奨できない 

区分 該当非該当 左記評価理由 

（男→女）最近太ったね × 女性に向けられる発言であることが多

く、一般的に気に障る発言で、セクハラに近

接する。 

（男→女）彼氏はいるの △ その場の雰囲気によっては好意的な発言

ながら、仕事には必要がないことを考慮す

ると企業内では発言しない。 

（女→男）彼女はいるの △ 男ならよいというものではなく、仕事に

は必要がないことは同上。 

（男→女）肩をたたく（触れ

る） 

× 必要性がなく触れることはしない。偶然、

当たったときは、その旨を謝る。 

（男→女）年はいくつ △ 年齢を聞くことは性的な言動ではない。
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しかし、女性の年は聞かない配慮をした方

が無難。 

（女→男）年はいくつ △ 年齢を聞くことは性的な言動ではない。

男性に対しても年齢を聞くことは控えるよ

うにした方がよい。 

（男→女）今日はかわいい 〇 褒め言葉である。ただし、やや幼い表現で、

「今日もにこやかでありがとう」といった

表現がよい。 

（男→女）洋服が素敵だ 〇 同上。「洋服が明るくて元気が出ますね」と、

具体的に褒める方がよい。 

（共通）髪型を変えたの 〇 性的な言動ではないし、コミュニケーショ

ンでもある。「髪型が変わってきりっとしま

したね」など、具体的に褒める方がよい。 

 


